
第８次県保健医療計画及び医師確保計画策定の流れ

時期 内 容 各計画全体の予定

４～６月 (保)国指針を踏まえた県計画の骨子

案の確認，協議に向けた準備等

(医)ガイドライン・医師偏在指数等

の確認等

７月 第１回周産期･小児医療協議会(7/31)

(保)国指針，本県の現状を踏まえた

協議

８～９月 (保)保健医療計画（素案）について (保)第２回保健医療計画策定委員会(8/1)

書面での意見照会 (医)第１回地域医療対策協議会(8/25)

(保)保健医療計画（素案）を保健医

療福祉課へ提出

10月 (医)医師確保計画（素案）作成

11月 第２回周産期･小児医療協議会(11/6) (保)第３回保健医療計画策定委員会(11/14)

(保)保健医療計画（素案）協議，数値 (保)県医師会等関係団体への意見聴取

目標の設定 (医)第２回地域医療対策協議会

(医)医師確保計画（素案）協議

12～１月 (保)(医)県議会への説明

(医)パブリックコメントの実施

(12/22～1/22)

(保)パブリックコメントの実施

(1/10～2/9)

２月 第３回周産期･小児医療協議会(2/2) (医)第３回地域医療対策協議会(2/7)

(保)保健医療計画（案）確認

(医)医師確保計画（案）確認

３月 (保)第４回保健医療計画策定委員会

(保)(医)医療審議会へ諮問，答申，

計画決定

(保)(医)厚生労働大臣への提出

(保)(医)計画公示
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令和５年度第２回県周産期・小児医療協議会における

県保健医療計画（第８次計画）素案への各委員からの御意見及び対応（案）

委員名 意見概要 対 応 掲載頁

八田委員 ＮＩＣＵ等への長期入院児の状況 【子ども家庭課】 素案

・ ＮＩＣＵ等の長期入院児の退 御意見を踏まえ，以下のと 資料3-39

院後の支援を充実させる観点か おり修正をしました。

ら，退院後の状況（在宅，転院 ・ 図表「ＮＩＣＵ等への長 計画(案)

等の内訳）を掲載いただきたい。 期入院児の退院後の状況」 資料3-16

を追加

医師や助産師等人材の確保と育成 【医師・看護人材課】 素案

・ 今後，院内助産や助産師外来 御意見を踏まえ，以下のと 資料3-40

を推進していくためには，専門 おり修正をしました。医療圏

的なスキルを持った助産師が必 毎のアドバンス助産師数につ 計画(案)

要となることから，「アドバンス いては，巻末指標に追加しま 資料3-17

助産師」について記載願いたい。 す。

・ 巻末の現状把握のための指標 ・ 母子の切れ目ない支援の 巻末指標

において，アドバンス助産師数 ため，分娩取扱医療機関等 資料3-50

を県計だけでなく，医療圏毎の の体制整備や地域包括ケア

現状値を記載願いたい。 の推進に向け，助産師の確

保並びに質の向上を図ると

ともに，アドバンス助産師

を含む助産師の専門性の積

極的な活用を推進します。

小児救急電話相談の利用状況等 【子ども家庭課】 計画(案)

・ 小児救急電話相談＃８０００ 御意見を踏まえ，以下のと 資料3-22

の相談件数の推移と，県内の訪 おり修正をしました。 資料3-23

問看護事業所のうち小児に対応 ・ 図表「小児救急電話相談

している事業所数を掲載いただ の相談件数の推移」「小児の

きたい。 訪問看護の利用者数と利用

件数の推移」「小児の訪問看

護に対応可能な訪問看護ス

テーション数の推移」を追

加
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委員名 意見概要 対 応 掲載頁

池田会長 ・ 地域における周産期・小児医 【子ども家庭課】 －

療の在り方や存続に向けた方策 御意見のあった周産期・小

について，それぞれの地域で派 児医療の在り方については，

遣元である大学病院等も交えて 地域の関係者間で意見交換を

協議する場を早急に設けるべき 行うなどの検討が必要である

ではないか。 と考えております。

なお，周産期医療について

は，県医師会事務局も交え，

周産期医療の集約化・重点化

の在り方に係る検討の進め方

について県産婦人科医会と調

整を行っているところです。
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県保健医療計画（第８次計画）素案に係る

県医師会等関係団体からの御意見及び対応（案）

団体名 意見概要 対 応 掲載頁

薬剤師会 （周産期医療） 【子ども家庭課】 素案

【図表5-4-45】周産期医療連携体 御意見を踏まえ，【図表5-4- 資料3-42

制（イメージ）の【療養・療育 46】周産期医療連携体制（イ

支援】の医療機関等に「薬局」 メージ）の【療養・療育支援】 計画(案)

を追加し，求められる事項に「医 の医療機関等例に「薬局」を 資料3-19

療的ケア児に対する薬学的ケア 追加しました。

の実施」と追加してほしい。 なお，求められる事項につ

いては，「関係機関との連携に

よる医療，保健及び福祉サー

ビス及びレスパイト入院等の

調整」の関係機関に薬局も含

まれているため，現行のまま

とします。
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５ 周産期医療

【現状と課題】

ア 周産期医療の提供体制

（ア）産科医療機関及び産科医等の状況

○ 令和５年現在，産科又は産婦人科を標榜する医療機関は県内に63施設あり，このうち，

分娩を取り扱うことができる病院・診療所（以下，「分娩取扱医療機関」という。）は37

施設となっており，平成29年より５施設減少しています。

また，分娩を取り扱う助産所は４施設あります。

○ 安全で良質な小児・産科医療を安定的・継続的に確保するため，本県では二次保健医療

圏を超えた広域の連携体制として，「小児科・産科医療圏」（薩摩，北薩，姶良・伊佐，

大隅，熊毛，奄美の６医療圏）を設定しています。

【図表5-4-32】周産期医療関連施設（各年４月１日現在）

（注）休診等施設とは，休診中又は不妊治療の専門施設等 ［県子ども家庭課調べ］

【図表5-4-33】分娩取扱医療機関数（各年４月１日現在）

［県子ども家庭課調べ］

分娩取扱医療機関

（病院・診療所）

妊婦健診を行う施

設（分娩は扱わな

い）

休診等施設

平成29年 68 42 16 10 4

令和３年 65 39 18 8 4

令和５年 63 37 16 10 4

増減

(対平成29年） △ 5 △ 5 0 0 0

産科又は産婦人
科を標榜する病
院・診療所

病院・診療所の内訳

分娩を扱う
助産所

鹿児島 南薩 川薩 出水 曽於 肝属

平成29年 6 2 4 42

令和３年 5 2 4 39

令和５年 5 2 4 37

増減(対平成29年) △ 1 0 0 △ 5

平成29年 2.9 7.0 4.4 3.1

令和３年 2.8 8.1 5.3 3.4

令和５年 3.0 10.4 5.7 3.5

増減(対平成29年) 0.1 3.4 1.3 0.40.2 0.4 0.8

3.3 3.4 2.9

△ 3 △ 1 0

出生千人
当たりの

分娩取扱医
療機関数

3.1 3.0 2.1

3.2 3.7 2.6

19 5 4

18 4 4

奄 美 県 計

二次保健医療圏

分娩取扱

医療機関数

21 5 4

小児科・産科医療圏 薩　摩 北　薩

姶良・伊佐

大 隅 
熊 毛

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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第８次鹿児島県保健医療計画（案）
第５章第４節（周産期医療，小児医療・小児救急医療）



○ 県の出生数10,540人（令和４年）から，出生千人当たりの分娩取扱医療機関数を算出

すると，県全体で3.5となっており，平成29年より0.4ポイント増加しています。

また，圏域ごとにみると，大隅の2.9から熊毛の10.4と地域格差がみられます。

○ 本県の有人離島28のうち，甑島，喜界島，与論島などでは分娩を取り扱う医療機関が

ないため，島外で出産せざるを得ない状況にあります。

○ 分娩取扱医療機関の産科医師数（常勤換算後）は，令和５年現在で136.6人となってお

り，平成29年より15.6人の増となっています。

○ 産科医一人当たりの年間分娩件数は，県平均81.8件に対し大隅が135.5件と最も多くな

っています。

【図表5-4-34】分娩取扱医療機関の産科医師数(各年４月１日現在） （単位：人，件）

（注） 産科医師数には非常勤（常勤換算後）を含む。 ［県子ども家庭課調べ］

○ 分娩取扱医療機関の助産師数は，令和５年現在で417人となっており，平成29年より55

人の増となっています。

県全体では増加傾向にあるものの，圏域別では偏在があり，出生千人当たりでみると，

大隅が24.6人と最も少なく，最も多い奄美の52.3人の５割以下となっています。

薩　摩 北　薩 姶良・伊佐 大 隅 熊毛 奄美 県計

平成29年 81.9 9.6 12.6 7.1 2.3 7.5 121.0

令和３年 83.8 12.1 11.6 8.4 3.2 9.3 128.4

令和５年 92.6 10.1 13.2 8.5 4.1 8.1 136.6

増減(対平成29年) 10.7 0.5 0.6 1.4 1.8 0.6 15.6

平成29年 11.9 5.8 6.2 3.7 8.0 8.3 8.8

令和３年 14.0 9.0 6.5 5.4 13.0 12.4 11.0

令和５年 17.2 8.6 7.9 6.2 21.4 11.5 13.0

増減(対平成29年) 5.3 2.8 1.7 2.5 13.4 3.2 4.2

平成29年 102.0 182.4 159.4 223.4 99.6 106.0 121.6

令和３年 86.5 119.2 146.4 146.9 56.3 63.7 96.5

令和５年 70.8 120.1 118.4 135.5 36.3 67.2 81.8

増減(対平成29年) △ 31.2 △ 62.3 △ 41.0 △ 87.9 △ 63.3 △ 38.8 △ 39.8

産科医一人
当たりの

分娩件数

小児科・産科医療圏

産　科
医師数

出生千人

当たりの
分娩取扱

産科医師数

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-35】分娩取扱医療機関の助産師数（各年４月１日現在）

（注）助産師数には非常勤職員の数を含まない。 ［県子ども家庭課調べ］

○ 医師や助産師の地域偏在の課題に対応するために，限られた医療資源を有効に活用し，

各医療機関等における機能分担と関係機関の連携を図り，安全で良質な周産期医療を提供

していく必要があります。

（イ）総合・地域周産期母子医療センターの状況

○ 本県においては，平成19年に鹿児島市立病院を総合周産期母子医療センターに指定して

おり，同病院は，リスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療を提供するとともに，

救命救急センターを設置し，地域の医療機関や地域周産期母子医療センターからの救急搬

送を受け入れるなど，本県において総合周産期医療を提供する中核的な役割を担っていま

す。

また，精神疾患を合併する妊産婦については，鹿児島大学病院と連携し対応しています。

○ 本県の地域周産期母子医療センターとしては，鹿児島大学病院，いまきいれ総合病院，

済生会川内病院，県民健康プラザ鹿屋医療センター，県立大島病院の５か所を認定してい

ます。

これらの病院は，地域の医療機関からリスクの高い妊婦や新生児を受け入れ，緊急帝王

切開術への対応や人工換気装置による新生児の呼吸管理など比較的高度な周産期医療を提

供するなど，地域の拠点病院としての役割を果たしています。

○ いまきいれ総合病院は，急性期を脱した児を鹿児島市立病院や鹿児島大学病院等から受

け入れて，回復期における治療・管理やフォローアップを行うなど，児の退院支援に向け

た役割も担っています。

○ 鹿児島大学病院は，地域周産期母子医療センターとしての役割を果たしつつ，鹿児島市

立病院とともに周産期医療の中心として，合併症を有する妊婦，新生児に対応し高度かつ

総合的な周産期医療を提供しています。

薩　摩 北　薩 姶良・伊佐 大 隅 熊 毛 奄 美 県 計

平成29年 237 28 35 25 7 30 362

令和３年 259 36 49 33 6 44 427

令和５年 261 32 46 34 7 37 417

増減(対平成29年) 24 4 11 9 0 7 55

平成29年 34.5 16.8 17.2 13.0 24.3 33.4 26.4

令和３年 43.4 26.9 27.6 21.1 24.4 58.6 36.7

令和５年 48.4 27.1 27.4 24.6 36.5 52.3 39.6

増減(対平成29年) 13.9 10.3 10.2 11.6 12.2 18.9 13.2

小児科・産科医療圏

助産師数

出生千人
当たりの
助産師数
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*1 ＭＦＩＣＵ：（Maternal-Fetal Intensive Care Unit）母体・胎児集中治療管理室

*2 ＮＩＣＵ：（Neonatal Intensive Care Unit）新生児集中治療管理室

*3 ＧＣＵ：（Growing Care Unit）新生児治療回復室

【図表5-4-36】総合・地域周産期母子医療センターの状況 （令和５年３月現在）

区 小児科・ 二次保健医
医療機関名

ＭＦＩＣＵ
*1

ＮＩＣＵ
*2

ＧＣＵ
*3

指定・認定月日
分 産科医療圏 療圏 病床数 病床数 等病床数

【総合周産期母子医療センター】

薩摩 鹿児島 鹿児島市立病院 ６ 36 35 H19.10.31指定

【地域周産期母子医療センター】

薩摩 鹿児島
鹿児島大学病院 ９ ― H22.10.1認定

いまきいれ総合病院 ９ 12

北薩 川薩 済生会川内病院 ― （１）
H21.3.27認定

大隅 肝属 県民健康プラザ鹿屋医療センター （４） ―

奄美 奄美 県立大島病院 （５）

（注）ＮＩＣＵ病床数の( )書きは，診療報酬非加算の病床数

（ウ）地域周産期医療関連施設

○ 正常な分娩や，リスクの低い帝王切開術等に対応できる医療機関は，総合又は地域周産

期母子医療センターの６施設を除き，県内に31施設あります（令和５年４月現在）。

これらの施設は，自ら分娩を取り扱いつつ，リスクの高い妊娠については総合又は地域

周産期母子医療センターに妊婦等を搬送するなど，地域において出産を支える重要な役割

を担っています。

混合病棟を有する分娩取扱医療機関は，母子の心身の安定・安全の確保を図る観点から，

産科病床の区域特定（ユニット化・区域管理）等の対応を講じることが望まれます。

○ 届出助産所数は120（令和４年度末現在）となっており，このうち，自施設で分娩を取

り扱っている助産所は４施設です。

○ 分娩は取り扱わないものの，妊婦健康診査を実施している医療機関は16施設あります。

（エ）ＮＩＣＵ等の整備状況

○ 早産児や低出生体重児，先天性疾患等による重症の新生児について，集中的に管理・治

療を行うＮＩＣＵは，県内に54床設置されています。

国は出生１万に対して25～30床を目標としており，本県は，国の目標（本県に換算する

と約30～36床）を満たしている状況です。

○ ＮＩＣＵで治療を受け，状態が落ち着いてきた児に対して，引き続きケアを行うＧＣＵ

は，県内に47床設置されている状況です。

国は，ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましいとしていますが，現時点で

はこれを満たしていない状況です。

○ 合併症妊娠や切迫早産，胎児異常等，リスクの高い出産において，母体・胎児に集中的

に治療を行うＭＦＩＣＵは，鹿児島市立病院に６床設置されており，国の基準（総合周産

期母子医療センターに６床以上設置）を満たしています。

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-37】本県の周産期医療体制

【県子ども家庭課作成】

病院 ・ 診療所 ・ 助産所

 母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児
医療

 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との
連携

総合周産期医療

鹿児島市立病院
（総合周産期母子医療センター）

 MFICU６床，NICU36床，GCU等35床

 新生児用ドクターカー
 周産期医療情報センター機能

連携

鹿 児 島 大 学 病 院
(地域周産期母子医療センター)

 NICU９床

地域周産期医療
関連施設

周産期医療体制整備の進捗管理

鹿児島県周産期・小児医療協議会

○機能
人工呼吸器を用いた呼吸管理や痙攣に対する常時の治療，糖尿病等を

有するハイリスク妊婦の分娩を行うなど比較的高度の医療を提供する。

地域周産期母子医療センター

搬
送

搬

送

連
携
・
支
援

連
携
・
支
援

研
修

研修

搬
送

いまきいれ総合病院
（NICU9床，GCU12床）

済生会川内病院
県民健康プラザ

鹿屋医療センター
県立大島病院

鹿児島県周産期医療体制図
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-38】小児科・産科医療圏ごとの分娩取扱医療機関数等の状況（令和５年７月現在）

【分娩取扱医療機関数 ３７施設，分娩取扱助産所数 ４施設】

総合周産期母子医療センター

地域周産期母子医療センター

● 分娩を取り扱う病院・診療所

▲ 分娩を取り扱う助産所

●

●

●

●

● ●
●●

●▲

●病院・診療所数：１２

▲▲

● ●

●
●

▲

●

●

●

●

●

●

※１ 分娩数は，R4年度実績（助産所分を含む）

※２ 病院数は，周産期母子医療センターを含む。

※３ ●▲は各市町村における分娩取扱医療機関等の数を表すもので，実際の所在地とは異なる。

北薩（川薩，出水）

分娩数：１，２１３

病 院 数１

診療所数３

姶良・伊佐

分娩数：１，５６３

大隅（曽於，肝属）

分娩数：１，１５２

薩摩（鹿児島，南薩）

分娩数：６，５９２

奄美

分娩数：５４４

熊毛

分娩数：１４９

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

済生会川内病院

鹿屋医療センター

県立大島病院

いまきいれ総合病院

病 院 数１

診療所数４

病 院 数１

診療所数３

助産所数１

病 院 数１

診療所数１

病 院 数４

病 院 数１０

診療所数 ８

助産所数 ３
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

イ 周産期の救急搬送体制

○ 周産期の救急搬送体制については，消防機関の救急車をはじめ，新生児用ドクターカーや

ドクターヘリ，消防・防災ヘリなどの搬送手段が整備されています。また，必要に応じて自

衛隊ヘリなどに出動要請を行っています。

○ 離島を含めた県境の地域においては，隣接県との協力体制の構築や搬送手段の確保，関係

機関の連携強化が必要となっており，ドクターヘリでの患者搬送について，宮崎県・熊本県

とそれぞれ連携した協力体制を構築しています。また，奄美ドクターヘリの運航により，奄

美地域の救急搬送体制の充実に努めています。

○ 奄美南部３島（徳之島，沖永良部島，与論島）については，これまでも症例に応じて沖縄

県内の医療機関に受け入れてもらっていましたが，令和５年１月の鹿屋航空分遣隊のヘリの

除籍により，夜間・天候不良時等においては，奄美大島，喜界島，十島村（小宝島・宝島）

についても，沖縄県内の医療機関に受け入れてもらうこととなりました。円滑な搬送体制の

確保を図るためにも，引き続き沖縄県の協力や，鹿児島市立病院による受入調整が重要とな

っています。

○ 母体の救急搬送は，大量の出血に対する輸血用血液の確保が必要な場合もあります。輸血

用血液製剤については，医療機関からの供給要請に基づき，県赤十字血液センターから直接

供給する体制や，供給出張所（薩摩川内市，鹿屋市）から供給する体制を整備しており，緊

急時を含めた地域の血液需要に備えています。

○ 災害時において，特に医療のサポートが必要となる妊産婦・新生児等に対する災害医療体

制の構築に向け，災害時小児周産期リエゾンを16名委嘱（令和５年８月末時点）し，その機

能を十分に発揮できるよう活動範囲や活動内容を記載した運用計画を策定（令和４年度）し

たところです。引き続き，小児・周産期医療に特化した災害時の調整役であるリエゾンの養

成・確保を進めるとともに，定期的に研修や訓練を実施していく必要があります。

○ 路上分娩や自宅分娩などによる救急搬送で，地域の受入産科医療機関がない場合は，鹿児

島市立病院において搬送調整を行います。

資料3－11



第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-39】奄美大島本島，喜界島の周産期に係る搬送先調整手順
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-40】十島村の周産期に係る搬送先調整手順

※ 小宝島・宝島については，沖縄県へ緊急対応を依頼する場合あり

【図表5-4-41】徳之島，沖永良部の周産期に係る搬送先調整手順
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-42】与論島の周産期に係る搬送先調整手順
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【図表5-4-43】周産期における救急搬送対応手順

［令和２年度鹿児島県周産期医療協議会資料］

資料3－15



ウ ＮＩＣＵ等への長期入院児の状況

○ 総合・地域周産期母子医療センターのＮＩＣＵ・ＧＣＵの長期入院児は，令和５年４月現

在，半年から１年未満が２人，１年以上が１人で，平成29年と比べるとそれぞれ１人の減少

となっています。

【図表5-4-44】ＮＩＣＵ等への長期入院児の状況（各年４月１日現在）（単位：人）

［県子ども家庭課調べ］

○ ＮＩＣＵ等の退院後の状況は，在宅への移行が多くなっており，引き続き医療的ケアが必

要な障害児等が生活の場で医療や療育の支援を受けながら成長できるよう，保健・医療・障

害福祉・保育・教育等の関係機関が相互に連携した支援を実施することが必要です。

【図表5-4-45】ＮＩＣＵ等への長期入院児の退院後の状況（年度実績）（単位：人）

［県子ども家庭課調べ］

エ 妊婦等に対する支援体制

○ 妊婦自身がより良好な状態において，妊娠・出産ができるよう，相談体制の充実や適切な

保健指導の提供が重要です。分娩取扱医療機関の減少により，分娩施設までのアクセスが悪

化した地域の妊産婦に対しては支援体制の充実が必要です。

○ 早期の妊娠届出率は全国より低く，また，分娩後の届出も未だに見られることから，母体

や胎児の健康確保を図る上で早期の妊娠届出及び妊婦健康診査の受診の重要性について，市

町村や医療機関と一体となって啓発する必要があります。

○ 島内で分娩できない離島地域に居住する妊婦の経済的負担の軽減を図るため，妊婦健康診

査や出産時に要する交通・宿泊費用等の助成を行う市町村に対して，費用の一部を補助して

います。

○ 低出生体重児は，出生時の合併症のリスクや，成人後に糖尿病や高血圧等の生活習慣病の

発症リスクが高いと言われていること等から，低減に向けた対策が必要です。

半年～１年未満 １年以上

平成29年 3 2
令和３年 1 0
令和５年 2 1

増減（対平成29年） △ 1 △ 1

入院期間

在宅へ
病院内
※１

転院
施設へ移行

※２
その他 合計

平成28年度 3 0 0 0 0 3
令和２年度 7 1 3 0 2 13
令和４年度 0 1 0 0 3 4

増減
（対平成28年度）

△ 3 1 0 0 3 1

退院児数
 

入院期間が
半年以上の者

※１：自院内の小児科病棟等　　※２：医療型障害児入所施設等の支援施設

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

【施策の方向性】

ア 医師や助産師等人材の確保と育成

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために創設された地域医療介護総合確保

基金を活用して，医療従事者の確保等，地域の医療課題の解決に向けた取組を推進します。

○ 産科医の確保については，産科医の処遇改善を図る医療機関への助成や，専門研修を受け

る医師への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や鹿児島大学等関係機関との連

携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。

○ 助産師等の確保については，養成所への運営費の補助，助産師の専門研修，新人職員や未

就業者に対する各種研修を行い，県内への就業促進や資質の向上に努めます。

また，特別修学資金の貸与や，地域の産科医療機関への助産師出向に対する支援により，

地域偏在の解消に努めるとともに，助産師の専門研修を通して，助産師の実践能力の向上を

支援します。

○ 母子の切れ目ない支援のため，分娩取扱医療機関等の体制整備や地域包括ケアの推進に向

け，助産師の確保並びに質の向上を図るとともに，アドバンス助産師を含む助産師の専門性

の積極的な活用を推進します。

○ 院内助産や助産師外来の活用など，産科医師から助産師へのタスク・シフト／シェアの促

進に努めます。

○ 産科医療体制の確保に向けた地域の取組を推進するため，相談体制の充実を図り，市町村

と一体となって検討を進めるとともに，産科医等の確保を行う市町村等への財政的支援を行

っていきます。

イ 周産期母子医療センター等の医療機能の確保と連携の充実

○ 安全で良質な周産期医療を提供するために，総合周産期母子医療センターや地域周産期母

子医療センター等の高度な医療機能の充実を図るとともに，地域の実情を踏まえ，これらの

病院を中心に各医療機関の機能分担と連携を図り，限られた医療資源を有効に活用して，分

娩リスクに応じた医療が提供できるよう努めます。

○ 総合周産期母子医療センターは，本県の周産期医療システムの中核として，地域の周産期

医療関連施設と連携し，母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療な

ど総合周産期医療が提供されるよう努めます。

○ 地域周産期母子医療センターは，地域の拠点病院として，総合周産期母子医療センターや

地域の周産期医療関連施設と連携を図り，ハイリスク妊婦の分娩など比較的高度な医療が提

供されるよう努めます。

○ 地域周産期医療関連施設は，総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センター

と連携し，主に正常な分娩への対応や妊婦健康診査等を行う地域の第一次施設としての機能

が確保されるよう努めます。
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○ 分娩取扱医療機関は，混合病棟を有する場合，母子の心身の安定・安全の確保等を図るた

め，産科病床の区域特定（ユニット化・区域管理）など，当該医療機関の実情を踏まえた適

切な体制の整備を推進するよう努めます。

ウ 周産期の救急搬送体制の充実

○ 出産時の急変等に対応するため，母体及び新生児の迅速な搬送体制の確保に努めます。

○ 救急車や新生児用ドクターカー，ドクターヘリ，消防・防災ヘリ等様々な搬送手段を有効

に活用するため，関係機関との連携を図ります。

○ 隣接県への母体及び新生児の搬送・受け入れが円滑に行われるよう，隣接県との情報共有

や相互支援体制の構築など，連携の強化に努めます。

○ 奄美地域については，奄美ドクターヘリを活用するほか，状況に応じて，沖縄県ドクター

ヘリや自衛隊ヘリなどによる救急搬送が円滑に行えるよう，今後とも関係機関との連携強化

に努めます。

○ 母体救命においては，大量の輸血用血液が必要になることもあることから，輸血用血液製

剤の供給体制や搬送体制の確保に努めます。

○ 災害時においても周産期医療が適切に提供される体制の確保に向けて，災害時小児周産期

リエゾンの養成・確保に引き続き取り組むとともに，その機能を十分に発揮できるための仕

組みを構築します。

また，平時から訓練等を通じてリエゾンと災害医療コーディネーター等との連携を図るな

ど，災害医療を担う様々な関係機関・支援チームとの連携体制を整備します。

エ ＮＩＣＵ等への長期入院児に対する支援

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携して児の円滑な在宅等への退

院支援を行うとともに，在宅移行後においても，医療的ケア児やその家族が適切な支援を受

けられるよう，保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制の構築に努めま

す。

○ 地域において，退院児やその家族を支援するため，在宅療養を支える社会資源（小児科医，

レスパイト先，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児相談支援事業所等）

の有効活用を検討するとともに，保健所や市町村，関係機関の連携のもと，長期にわたって

在宅医療を必要とする児への訪問指導等の取組に努めます。

○ 長期にわたって在宅医療を必要とする児者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう，必要な人材の育成に努めるとともに，医療的ケア児等支援センター（令和５年９月

開所）を核として地域の医療的ケア児等コーディネーターなど関係機関・団体との連携体制

の下，支援の調整に努めます。

オ 母子保健医療対策の充実

○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため，子どもや母親の健康を確保

するための母子保健医療対策や，妊婦やその家族への妊娠・出産等に関する支援の充実に努

めます。

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

また，分娩施設までのアクセスが悪い地域の妊産婦に対しては，地域における妊婦健康診

査や産前・産後ケア等の更なる支援体制の充実を図ります。

○ 市町村や医療機関と一体となって，早期の妊娠届出や妊婦健康診査，妊婦歯科検診の受診

について周知啓発に努めます。

○ 育児不安や産後うつなどの妊産婦の心の健康問題やハイリスク妊産婦については，その健

やかな母性を育み守るため，医療機関や行政，精神保健福祉センターなどの関係機関が一体

となって，支援体制の充実に努めます。

○ 低出生体重児に関する現状把握や原因分析を引き続き行うとともに，低出生体重児の低減

に向けた対策に努めます。また，関係機関が連携し，低出生体重児の支援の充実に努めます。

○ 島内で分娩できない離島地域については，妊婦健康診査や出産に係る経費の一部を助成す

るなど，妊婦の経済的負担の軽減に引き続き努めます。

【図表5-4-46】周産期医療連携体制（イメージ）

［県子ども家庭課作成］

周産期医療体制のイメージ

 小児科の病院・診療所

 在宅医療を行う診療所

 訪問看護ステーション

 重症心身障害児施設

 薬局 等

 鹿児島市立病院（総合周産期母子医療
センター）
 鹿児島大学病院（地域周産期母子医療
センター）

【地域周産期母子医療センター 】
 いまきいれ総合病院
 済生会川内病院
 県民健康プラザ鹿屋医療センター
 県立大島病院

 産科・産婦人科の病院・診療所

 助産所

医

療

機
関
等
例

【療養・療育支援】【総合周産期医療】【地域周産期医療】【健診・正常分娩】

退院した障害児等が生活の場で療
養・療育できるための支援

母体・児におけるリスクの高い妊娠に対す
る医療及び高度な新生児医療

周産期に係る比較的高度な医療
機
能

 周産期医療関連施設を退院した障
害児等が生活の場（施設を含む。）で
療養・療育できる体制の提供

 在宅で療養・療育している児の家族
に対する支援

 母体・児にリスクの高い妊娠に対する医
療及び高度な新生児医療の実施

 周産期医療体制の中核としての地域周
産期医療関連施設との連携

 周産期に係る比較的高度な医療行為の
実施

 24時間体制での周産期救急医療（緊急
手術を含む。）への対応

 正常分娩の対応

 妊婦健診を含めた分娩前後の診療

 他医療機関との連携によるリスクの
低い帝王切開術の対応

目

標

連

携

求
め
ら
れ
る
事
項

 産科に必要とされる検査，診断，治
療の実施

 正常分娩の安全な実施

 他の医療機関との連携による，合併
症や，帝王切開術その他の手術への
適切な対応

 妊産婦のメンタルヘルスへの対応

 緊急時の病態や緊急度に応じた適
切な医療機関への搬送や平時からの
地域周産期母子医療センターとの連
携

 人工呼吸器の管理が必要な児や，
気管切開等のある児の受け入れ

 児の急変時に備えた，救急対応可
能な病院等との連携

 関係機関との連携による医療，保
健及び福祉サービス及びレスパイト
入院等の調整

 自宅以外の場における，障害児の
適切な療養・療育の支援

 家族に対する精神的サポート等の
支援

 産科及び新生児医療を専門とする小児
科，麻酔科その他の関係診療科を有する
こと

 常時の母体及び新生児搬送受入機関を
有すること

 以下の設備を有すること

・母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）

・新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）

・新生児治療回復室（ＧＣＵ）

・新生児用ドクターカー

・検査機能，輸血の確保

 ＭＦＩＣＵ，ＮＩＣＵの24時間診療体制を確
保するために必要な医師及びその他の各
種職員

 災害対策として業務継続計画を策定し，
自県又は近隣県の被災時における積極
的な物資や人員等の支援

 産科及び小児科（新生児医療を担当す
るもの）を有すること

 緊急帝王切開術等比較的高度な医療を
提供することができること

 新生児病室等の保有（ＮＩＣＵを設けるこ
とが望ましい）

 小児科において，24時間体制を確保す
るために必要な医師及びその他の職員の
配置

 産科において帝王切開術が必要な場合，
迅速に手術への対応が可能となるような
医師及びその他の各種職員

 地域周産期医療関連施設からの救急搬
送の受入，総合周産期母子医療センター
等との連携

療養・療育が必要な児の情報（診療情報や治療計画等）の共有

総合周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設との連携

 正常分娩（日常の生活・保健指導，新生児の
医療相談を含む。）

 分娩前後の健診
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６ 小児医療・小児救急医療

【現状と課題】

ア 小児の疾病構造等

○ 国の行った患者調査（令和２年）によると，県内の病院及び一般診療所を利用した小児の

患者総数は9,100人で，平成29年の9,200人と比べて減少しています。傷病別に患者の割合を

見ると，「循環器系の疾患」39.6％，「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利

用」16.5％，「呼吸器系の疾患」13.2％の順となっています。

○ 令和４年の14歳以下の小児の死亡数は45人で減少しており，特に０～４歳，５～９歳の年

代は平成27年と比べて減少しています。死亡率（人口10万対）は，０～４歳，10～14歳で全

国より高く，５～９歳で低くなっています。また，０～４歳の32人のうち26人は，乳児期（１

歳未満）での死亡となっています。

○ 令和４年における死因別死亡状況は，０～４歳では「先天奇形，変形及び染色体異常」が，

10～14歳では「傷病及び死亡の外因」がそれぞれ最上位となっています。

【図表5-4-47】小児の死亡数及び死亡率 （単位：人）

［人口動態統計］

【図表5-4-48】小児の死因別死亡数及び死亡割合（令和４年） （単位：人，％）

［人口動態統計］

（注）端数処理のため，

割合の計と内訳は一致しない。

死　因 死亡数 死亡割合 死　因 死亡数 死亡割合 死　因 死亡数 死亡割合

先天奇形，変形及び染色体異常　 11 34.4 循環器系の疾患 1 33.3 傷病及び死亡の外因　　　 5 50.0

消化器系の疾患 4 12.5 先天奇形，変形及び染色体異常　 1 33.3 新生物 2 20.0

周産期に発生した病態　　 4 12.5 傷病及び死亡の外因　　　 1 33.3 神経系の疾患　　　　　　 1 10.0

感染症及び寄生虫症 3 9.4 症状，徴候・異常臨床所見 1 10.0

新生物 2 6.3 その他 1 10.0

神経系の疾患 2 6.3

循環器系の疾患 2 6.3

傷病及び死亡の外因　　　 2 6.3

症状，徴候・異常臨床所見 1 3.1

内分泌，栄養及び代謝疾患 1 3.1

0～4歳 5～9歳 10～14歳

0～4歳 5～9歳 10～14歳 0～14歳

平成27年 47 8 4 59

令和２年 31 2 7 40

令和４年 32 3 10 45

平成27年 66.8 10.8 5.2 26.7

令和２年 51.0 2.8 9.6 19.5

令和４年 55.2 4.5 13.5 22.6

平成27年 54.0 8.5 8.4 22.7

令和２年 44.7 6.1 8.1 18.4

令和４年 43.6 6.3 8.0 17.8

区　　　　分

小児の死亡数 本　県

小児死亡率
（人口10万対）

本 県

全 国
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

○ 令和４年度の小児慢性特定疾病医療費助成事業の受給者数（鹿児島市を含む。）は2,562人

で，慢性心疾患（661人），内分泌疾患（556人），悪性新生物（280人）の順となっています。

【図表5-4-49】小児慢性特定疾病医療費助成事業の受給者の推移 （単位：人）

※ 血友病等血液疾患と免疫疾患は別の疾患群として分類されているが，上表では両疾患群を合わせて計上

［県子ども家庭課調べ］

イ 小児医療の提供体制

○ 安全で良質な小児医療を安定的・継続的に確保するため，本県では二次保健医療圏を超え

た広域の小児科・産科医療圏（薩摩，北薩，姶良・伊佐，大隅，熊毛，奄美の６医療圏）を

設定し，医療機関相互の連携体制を構築しています。

○ 県内で小児科を標榜している医療機関は年々減少しており，令和２年において245施設（平

成22年は334施設）となっています。

○ 小児人口１万人当たりの医療機関数は11.8であり，全国の14.2を下回っています。圏域別

では，奄美が22.7と最も多く，熊毛が7.8と最も少なくなっています。

○ 主たる診療科目が小児科である医師数は平成16年度から微増傾向にありますが，小児人口

１万人当たりでは令和２年は9.7人であり，全国を2.3人下回っています。

圏域別では，薩摩が13.0人，奄美が3.4人と地域差が見られます。

○ 長時間労働や頻繁な宿直などの医師の労働環境の課題などから，地域の拠点病院等におい

ても小児科医の確保は困難となってきています。

　　　　　　年度
　疾患群名

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

悪性新生物 258 264 261 298 280

慢性腎疾患 199 187 170 177 160

慢性呼吸器疾患 61 68 67 74 65

慢性心疾患 648 668 663 730 661

内分泌疾患 675 627 581 617 556

膠原病 56 55 59 64 62

糖尿病 152 150 160 181 181

先天性代謝異常 49 45 44 49 46

血友病等血液・免疫疾患 87 81 72 82 76

神経・筋疾患 170 207 218 244 239

慢性消化器疾患 112 114 114 137 147

染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 34 43 47 55 53

皮膚疾患 9 9 8 6 6

骨系統疾患 12 16 19 22 23

脈管系疾患 3 5 5 8 7

計 2,525 2,539 2,488 2,744 2,562
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【図表5-4-50】小児科を標榜している医療機関数の推移

［衛生統計年報，医療施設調査］

【図表5-4-51】小児科を標榜している医療機関数（圏域別）

［令和２年医療施設調査，令和２年国勢調査］

【図表5-4-52】主たる診療科が小児科である小児科医数（圏域別）（単位：人）

［令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計，令和２年国勢調査］

○ 小児救急医療（第二次救急医療体制）については，鹿児島市立病院（小児救急医療拠点病

院），済生会川内病院，県民健康プラザ鹿屋医療センター等の地域の拠点病院や病院群輪番

制に参加する病院等により実施されています。

○ 小児救急医療（第三次救急医療体制）については，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救

命救急センター）が対応しています。

○ 県境地域における隣県との協力体制を含めた救急搬送体制の充実・強化に取り組む必要が

あります。

○ 小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混雑緩

和を図るため，「小児救急電話相談事業」を実施しています。

【図表5-4-53】小児救急電話相談の相談件数の推移（単位：件）

［県子ども家庭課調べ］

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年 令和２年全国

334 289 264 260 257 245 21,321

病院 48 44 45 46 44 42 2,523

診療所 286 245 219 214 213 203 18,798

区　分

 医療機関数

薩摩 北薩 姶良・伊佐 大隅 熊毛 奄美 県計 全国

112 22 46 28 4 33 245 21,321

病院 15 3 7 4 3 10 42 2,523

診療所 97 19 39 24 1 23 203 18,798

11.1 8.7 14.3 9.5 7.8 22.7 11.8 14.2

区　分

医療機関数

小児人口1万人当た

りの医療機関数

区　分 薩摩 北薩 姶良・伊佐 大隅 熊毛 奄美 県計 全国

小児科医数 132 17 30 14 4 5 202 17,997

小児人口1万人当たり

の小児科医数
13.0 6.7 9.3 4.8 7.8 3.4 9.7 12.0

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

5,335 8,317 9,781 10,277 11,410 8,327 8,896 10,487
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○ 予防接種は，疾病の流行の防止や感染症による患者の発生の減少等に重要な役割を果たし

ていることから，今後とも接種率の向上に努める必要があります。

本県では，県内どこの医療機関でも定期予防接種が受けられる相互乗り入れの全県的拡大

を図り，平成26年度から全市町村が参加しています。

○ ＮＩＣＵ等の長期入院児は減少してきていますが，ＮＩＣＵ等の退院後も引き続き医療的

ケアが必要な障害児等が在宅（施設を含む。）へ移行する症例も一定数あります。

医療的ケア児等が退院後も生活の場で医療や療育の支援を受けながら成長できるよう，保

健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が相互に連携した支援を実施することが必要

です。

【図表5-4-54】小児の訪問看護の利用者数と利用件数の推移（単位：人，件）

［県子ども家庭課調べ］

【図表5-4-55】小児の訪問看護に対応可能な訪問看護ステーション数の推移

［県子ども家庭課調べ］

○ 小児がんなどの小児慢性特定疾病は，長期にわたって生命を脅かし日常生活や就学・就労

に支障を来すこともあるため，適切な治療への支援とともに，患者やその家族に対する長期

的かつ幅広い支援や配慮が必要です。

○ 市町村が実施している乳幼児健診では，発達障害の疑いがある子どもが増えています。か

かりつけ医である小児科医とも連携し，早期支援につなぐことが大切です。

【施策の方向性】

ア 小児医療の提供体制の充実・強化

○ 小児医療については，限られた医療資源を効率的に活用していく観点から設定された小児

科・産科医療圏（県内６医療圏）を基本とし，小児救急医療拠点病院の他，地域の拠点病院

等を中心とした医療連携体制の充実・強化を図ります。

また，医師不足が深刻な小児科医等を確保するため，小児科等の専門研修医に対する奨励

金の支給や医師就学資金貸与制度における特定診療科枠の設定など，地域において小児医療

を担う医師の養成・確保に取り組みます。

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実 人 員 320 528 419 604 541 658 742 1,066 1,203 1,285

延べ件数 12,626 16,513 20,073 21,427 20,736 29,221 30,434 31,015 36,232 42,018

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

52 59 62 73 73 84 86 88 91 87

小児の訪問実績あり 33 37 43 46 50 54 59 66 67 61

小児に対応可能なステーション数
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制

○ 医療連携体制の充実・強化のため，初期救急医療については現行の在宅当番医制や夜間急

病センターにおいて対応できる体制の確立や，第二次救急医療機関への紹介体制の充実など

を図ります。

○ 第二次救急医療体制については，現行の小児救急医療提供体制の維持及び小児専門医の確

保に努め，充実・強化を図ります。

また，小児救急医療拠点病院の機能強化を促進します。

○ 第三次救急医療体制については，引き続き，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救命救急

センターや総合周産期母子医療センター）を中心に医療を提供することとし，診療機能の充

実・強化に努めます。

○ 小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混雑緩

和を促進するためにも，「小児救急電話相談事業」について県民への周知，定着を図り，積

極的な活用を推進します。

○ 市町村・医師会など関係団体等による各種啓発等を通して，適切な受診が促進されるよう

取り組みます。

○ 冬場のインフルエンザなど，感染症の予防対策を推進することにより，夜間・休日におけ

る患者の集中の緩和に努めます。

疾病予防のための予防接種の意義・効果について各種研修会やポスター掲示等により広く

県民に啓発します。

また，引き続き「鹿児島県感染症情報」を発行し，市町村や医療機関，ホームページ等を

通じて，県民への周知・啓発を図ります。

○ 小児の事故防止については，各種の研修会や市町村・医師会など関係団体等による広報・

啓発を促進します。

イ 救急搬送体制の充実・強化

○ 重篤患者等の搬送については，新生児ドクターカーやドクターヘリ，消防・防災ヘリ，自

衛隊ヘリ等により救急搬送を実施しているところであり，引き続き，関係機関との連携のも

と，搬送体制の確保に努めます。

○ 県境の地域においては，隣県との連携強化により救急搬送体制の充実を図ります。

ウ 医療的ケア児等への支援の充実

○ 医療的ケア児等支援センターにおいて，医療的ケア児及びその家族等からの相談対応を一

元的に担うほか，地域の医療・保健・福祉・教育等の関係機関等への情報提供や連絡調整を

行うなど，個々の児の心身の状況等に応じた適切な支援に努めます。

○ 医療的ケアが必要な障害児等に係る個々の心身の状況を踏まえ，家族の負担を減らし，生

活の場で適切な支援が受けられるよう，必要な人材の育成や障害福祉サービス等への働きか

け・支援に努めるとともに，小児訪問看護の取組促進を図ります。
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○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携し，円滑な在宅移行に向けて

退院支援を行うとともに，在宅移行後においても，児やその家族が適切な支援を受けられる

よう，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関の連携体制の構築に努めます。

○ 家族の身体的・心理的負担を軽減するため，医療的ケア児等のレスパイトの受入体制の整

備に努めます。

○ 小児がん等の小児慢性特定疾病児とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよ

う，医療費の助成により経済的負担の軽減を行うほか，療養上の困り事や，就学・就労等自

立に向けた相談支援体制の確保に努めます。

○ 発達障害児等については，市町村の乳幼児健診等で早期に気づき，早期療育が受けられる

体制整備を進めるとともに，医療面からの支援が必要な発達障害児等に対しては，こども総

合療育センターと地域の小児科医等の役割分担と連携により，適切なアセスメントと診断・

支援が行われるように努めます。

【図表5-4-56】小児医療連携体制

［県子ども家庭課作成］

療養・療育を要する

小児の退院支援

緊
急
手
術
等
を

要
す
る
場
合
の
連
携

小児医療体制のイメージ

時間の流れ

医
療
機
能
（
重
症
度
）

○ 小児地域医療センター等では対応が困
難な高度な専門入院医療の実施

○ ２４時間体制での小児の救命救急医療

小児中核病院

 鹿児島大学病院（救命救急センター）
 鹿児島市立病院（救命救急センター）

重
篤
な
小
児
患
者
の
紹
介

○ 初期小児救急の実施

 夜間急病センター
 夜間休日対応薬局
 小児科在宅当番医 等

初期小児救急

○ 地域に必要な一般小児医療の実施

○ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援

一般小児医療
 一般小児科病院・診療所
 薬局

参画
・

連携

【入院小児救急】

○ 入院を要する小児救急医

療の２４時間体制での実施

 小児救急医療拠点病院
 病院群輪番制参加病院 等

【小児専門医療】

○ 一般小児医療を行う機関では
対応が困難な小児専門医療の実施

地域の拠点病院

療養・療育を要する

小児の退院支援

常時の監視等
を要する患者

高度専門的な医療

等を要する患者

 鹿児島市立病院
 いまきいれ総合病院

 済生会川内病院
 国立病院機構南九州病院
 県民健康プラザ鹿屋医療センター

 県立大島病院

【行政機関】
○ 小児救急電話相談(#8000)
○ 情報提供・広報啓発
【消防機関】
○ 適切な医療機関への搬送

相談支援

発
症
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【図表5-4-57】小児医療の連携体制（イメージ）

［県子ども家庭課作成］

 一般的な小児医療
に必要とされる診断・
検査・治療の実施

 軽症の入院診療

 生活の場（施設を含
む。）での療養・療育が
必要な小児に対する
支援

 医療，介護及び福祉
サービスの調整

 慢性疾患の急変時
に備えた，対応可能な
医療機関との連携 等

 薬局による薬学的管
理指導

 小児科診療所

 一般小児科病院

 訪問看護事業所

 薬局

 地域に必要な一般
小児医療の実施

 療養・療育が必要な
小児に対する支援

 一般小児医療（初期
小児救急医療を除く。）

【一般小児医療】

 在宅当番医，夜間
急病センター等にお
ける初期小児救急医
療

 緊急手術や入院等
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画
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 小児科診療所・病院

 夜間急病センター
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 小児科在宅当番医

 病院群輪番制 等

●初期小児救急の実
施

●初期小児救急

 高度の診断・検
査・治療や勤務医
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専門医療
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必要な患者等に対
する入院診療

 一般の小児医療
機関及び高次機能
病院との連携体制
の形成

 療養・療育支援を
担う施設との連携，
在宅医療の支援

 高度薬学管理に
対応した薬局との連
携

 鹿児島市立病院

 いまきいれ総合病院

 済生会川内病院

 国立病院機構南九州病院

 県民健康プラザ鹿屋医療
センター

 県立大島病院

 一般の小児医療機

関では対応が困難な
患者に対する小児専
門医療の実施

 小児専門医療

【小児地域医療センター】

 入院を要する小児
救急医療の24時間
365日体制

 一般の医療機関と
の連携による，入院
を要する小児救急医
療の提供及び高次
機能病院との連携

 高度薬学管理に対
応した薬局との連携

 小児救急医療拠点病
院（鹿児島市立病院）

 地域の拠点病院

 病院群輪番制参加病
院 等

 入院を要する小児
救急医療の24時間
体制での実施

 入院小児救急

 鹿児島大学病院

(救命救急センター)
 鹿児島市立病院
(救命救急センター)

 鹿児島大学病院

 鹿児島市立病院

 家族等

 消防機関等

 行政機関

医
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機
関
等
例

【小児中核病院】【相談支援等】

 小児救命救急医
療

 高度小児専門医療 健康相談等の支援機
能

機
能

 小児の救命救急
医療の24時間体制
での実施

 小児地域医療セン

ター等では対応が困難
な患者に対する高度な
専門入院医療の実施

 子どもの急病時の対応支援

 地域の医療資源等の情報提
供

 救急時の蘇生法等の実施

 かかりつけ医と適正な受療行動
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標

連
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め
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事
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（家族等周囲にいる者）

 必要に応じた電話相
談事業の活用

 不慮の事故の原因と
なるリスクの排除 等
（消防機関等）

 事故予防や心肺蘇生
法等の知識の家族等
への普及

 適切な医療機関への
速やかな搬送 等
（行政機関）

 疾病予防や医療・保
健・福祉サービス等の
情報提供，適正な受療
行動の報啓発

 小児救急電話相談事
業の実施 等

 小児地域医療セ
ンターからの紹介患
者や救急搬送によ
る患者を中心とした，
重篤な小児患者に
対する24時間365日
体制の救急医療

（小児専門施設であ
れば小児集中治療
室(PICU)を運営する
ことが望ましい）

 高度専門的な診
断・検査・治療

 療養・療育支援を
担う施設との連携

より専門的な医療を要するなど対応が困難な患者に係る連携

療養・療育を要する小児の退院支援に係る連携

小児医療体制のイメージ
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第１０章 計画の推進方策

10 周産期医療に関する目標

目標項目 現状値 目標値

（達成時期）

①周産期死亡率 2.5 2.5

（出産千対） （R4年） （R11年度）

②新生児死亡率 0.7 0.7以下

（出生千対） （R4年） （R11年度）

［目標設定の考え方］

【周産期死亡率（出産千対）】

令和４年の本県の周産期死亡率は2.5で，全国の3.3より0.8ポイント低い状況ですが，平成

30年以降，令和３年は全国値を上回りましたが，平成30年～令和２年は全国値より低い水準で

あり，引き続き総合的な周産期医療対策の推進を図ることから，本県の過去の最低値である令

和４年の2.5を目指し目標値を設定します。

【新生児死亡率（出生千対）】

令和４年の本県の新生児死亡率は0.7で，全国の0.8より0.1ポイント低い状況ですが，平成30

年以降，全国平均を上回った年もあり，年により増減が生じています。出生数が年々減少し，

若干の死亡数の増減により変動幅が大きくなることを考慮して，過去５年間の平均値である0.7

以下を目指し目標値を設定します。

11 小児医療・小児救急医療に関する目標

目標項目 現状値 目標値

（達成時期）

①乳児死亡率 2.5 1.8以下

（出生千対） （R4年) （R11年度）

②小児死亡率 22.6 19.2以下

（15歳未満人口10万対） （R4年） （R11年度）

［目標設定の考え方］

【乳児死亡率（出生千対）】

令和４年の本県の乳児死亡率は2.5で，全国の1.8より0.7ポイント高い状況です。平成30年

以降，令和３年を除き全国平均を上回って推移している本県の状況を全国並に引き下げること

を目指し，国の過去５年間の平均値である1.8以下を目標値に設定します。

【小児死亡率（15歳未満人口10万対）】

令和４年の本県の小児死亡率は22.6で，全国の17.8より4.8ポイント高い状況です。平成30

年以降全国平均を上回って推移している本県の状況を全国並に引き下げることを目指し，国の

過去５年間の平均値である19.2以下を目標値に設定します。
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６ 周産期医療

【現状と課題】

ア 周産期医療の提供体制

（ア）産科医療機関及び産科医等の状況

○ 令和５年現在，産科又は産婦人科を標榜する医療機関は県内に63施設あり，このうち，

分娩を取り扱うことができる病院・診療所（以下，「分娩取扱医療機関」という。）は37

施設となっており，平成29年より５施設減少しています。

また，分娩を取り扱う助産所は４施設あります。

○ 安全で良質な小児・産科医療を安定的・継続的に確保するため，本県では二次保健医療

圏を超えた広域の連携体制として，「小児科・産科医療圏」（薩摩，北薩，姶良・伊佐，

大隅，熊毛，奄美の６医療圏）を設定しています。

【図表5-4-31】周産期医療関連施設（各年４月１日現在）

（注）休診等施設とは，休診中又は不妊治療の専門施設等 ［県子ども家庭課調べ］

【図表5-4-32】分娩取扱医療機関数（各年４月１日現在）

［県子ども家庭課調べ］

分娩取扱医療機関

（病院・診療所）

妊婦健診を行う施

設（分娩は扱わな

い）

休診等施設

平成29年 68 42 16 10 4

令和３年 65 39 18 8 4

令和５年 63 37 16 10 4

増減

(対平成29年） △ 5 △ 5 0 0 0

産科又は産婦人
科を標榜する病
院・診療所

病院・診療所の内訳

分娩を扱う
助産所

鹿児島 南薩 川薩 出水 曽於 肝属

平成29年 6 2 4 42

令和３年 5 2 4 39

令和５年 5 2 4 37

増減(対平成29年) △ 1 0 0 △ 5

平成29年 2.9 7.0 4.4 3.1

令和３年 2.8 8.1 5.3 3.4

令和５年 3.0 10.4 5.7 3.5

増減(対平成29年) 0.1 3.4 1.3 0.40.2 0.4 0.8

3.3 3.4 2.9

△ 3 △ 1 0

出生千人
当たりの

分娩取扱医
療機関数

3.1 3.0 2.1

3.2 3.7 2.6

19 5 4

18 4 4

奄 美 県 計

二次保健医療圏

分娩取扱

医療機関数

21 5 4

小児科・産科医療圏 薩　摩 北　薩

姶良・伊佐

大 隅 
熊 毛
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○ 県の出生数10,540人（令和４年）から，出生千人当たりの分娩取扱医療機関数を算出

すると，県全体で3.5となっており，平成29年より0.4ポイント増加しています。

また，圏域ごとにみると，大隅の2.9から熊毛の10.4と地域格差がみられます。

○ 本県の有人離島28のうち，甑島，喜界島，与論島などでは分娩を取り扱う医療機関が

ないため，島外で出産せざるを得ない状況にあります。

○ 分娩取扱医療機関の産科医師数（常勤換算後）は，令和５年現在で136.6人となってお

り，平成29年より15.6人の増となっています。

○ 産科医一人当たりの年間分娩件数は，県平均81.8件に対し大隅が135.5件と最も多くな

っています。

【図表5-4-33】分娩取扱医療機関の産科医師数(各年４月１日現在） （単位：人，件）

（注） 産科医師数には非常勤（常勤換算後）を含む。 ［県子ども家庭課調べ］

○ 分娩取扱医療機関の助産師数は，令和５年現在で417人となっており，平成29年より55

人の増となっています。

県全体では増加傾向にあるものの，圏域別では偏在があり，出生千人当たりでみると，

大隅が24.6人と最も少なく，最も多い奄美の52.3人の５割以下となっています。

薩　摩 北　薩 姶良・伊佐 大 隅 熊毛 奄美 県計

平成29年 81.9 9.6 12.6 7.1 2.3 7.5 121.0

令和３年 83.8 12.1 11.6 8.4 3.2 9.3 128.4

令和５年 92.6 10.1 13.2 8.5 4.1 8.1 136.6

増減(対平成29年) 10.7 0.5 0.6 1.4 1.8 0.6 15.6

平成29年 11.9 5.8 6.2 3.7 8.0 8.3 8.8

令和３年 14.0 9.0 6.5 5.4 13.0 12.4 11.0

令和５年 17.2 8.6 7.9 6.2 21.4 11.5 13.0

増減(対平成22年) 5.3 2.8 1.7 2.5 13.4 3.2 4.2

平成29年 102.0 182.4 159.4 223.4 99.6 106.0 121.6

令和３年 86.5 119.2 146.4 146.9 56.3 63.7 96.5

令和５年 70.8 120.1 118.4 135.5 36.3 67.2 81.8

増減(対平成29年) △ 31.2 △ 62.3 △ 41.0 △ 87.9 △ 63.3 △ 38.8 △ 39.8

産科医一人
当たりの
分娩件数

小児科・産科医療圏

産　科
医師数

出生千人
当たりの
分娩取扱

産科医師数
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【図表5-4-34】分娩取扱医療機関の助産師数（各年４月１日現在）

（注）助産師数には非常勤職員の数を含まない。 ［県子ども家庭課調べ］

○ 医師や助産師の地域偏在の課題に対応するために，限られた医療資源を有効に活用し，

各医療機関等における機能分担と関係機関の連携を図り，安全で良質な周産期医療を提供

していく必要があります。

（イ）総合・地域周産期母子医療センターの状況

○ 本県においては，平成19年に鹿児島市立病院を総合周産期母子医療センターに指定して

おり，同病院は，リスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療を提供するとともに，

救命救急センターを設置し，地域の医療機関や地域周産期母子医療センターからの救急搬

送を受け入れるなど，本県において総合周産期医療を提供する中核的な役割を担っていま

す。

また，精神疾患を合併する妊産婦については，鹿児島大学病院と連携し対応しています。

○ 本県の地域周産期母子医療センターとしては，鹿児島大学病院，いまきいれ総合病院，

済生会川内病院，県民健康プラザ鹿屋医療センター，県立大島病院の５か所を認定してい

ます。

これらの病院は，地域の医療機関からリスクの高い妊婦や新生児を受け入れ，緊急帝王

切開術への対応や人工換気装置による新生児の呼吸管理など比較的高度な周産期医療を提

供するなど，地域の拠点病院としての役割を果たしています。

○ いまきいれ総合病院は，急性期を脱した児を鹿児島市立病院や鹿児島大学病院等から受

け入れて，回復期における治療・管理やフォローアップを行うなど，児の退院支援に向け

た役割も担っています。

○ 鹿児島大学病院は，地域周産期母子医療センターとしての役割を果たしつつ，鹿児島市

立病院とともに周産期医療の中心として，合併症を有する妊婦，新生児に対応し高度かつ

総合的な周産期医療を提供しています。

薩　摩 北　薩 姶良・伊佐 大 隅 熊 毛 奄 美 県 計

平成29年 237 28 35 25 7 30 362

令和３年 259 36 49 33 6 44 427

令和５年 261 32 46 34 7 37 417

増減(対平成29年) 24 4 11 9 0 7 55

平成29年 34.5 16.8 17.2 13.0 24.3 33.4 26.4

令和３年 43.4 26.9 27.6 21.1 24.4 58.6 36.7

令和５年 48.4 27.1 27.4 24.6 36.5 52.3 39.6

増減(対平成29年) 13.9 10.3 10.2 11.6 12.2 18.9 13.2

小児科・産科医療圏

助産師数

出生千人
当たりの
助産師数
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*1 ＭＦＩＣＵ：（Maternal-Fetal Intensive Care Unit）母体・胎児集中治療管理室

*2 ＮＩＣＵ：（Neonatal Intensive Care Unit）新生児集中治療管理室

*3 ＧＣＵ：（Growing Care Unit）新生児治療回復室

【図表5-4-35】総合・地域周産期母子医療センターの状況 （令和５年３月現在）

区 小児科・ 二次保健医
医療機関名

ＭＦＩＣＵ
*1

ＮＩＣＵ
*2

ＧＣＵ
*3

指定・認定月日
分 産科医療圏 療圏 病床数 病床数 等病床数

【総合周産期母子医療センター】

薩摩 鹿児島 鹿児島市立病院 ６ 36 35 H19.10.31指定

【地域周産期母子医療センター】

薩摩 鹿児島
鹿児島大学病院 ９ ― H22.10.1認定

いまきいれ総合病院 ９ 12

北薩 川薩 済生会川内病院 ― （１）
H21.3.27認定

大隅 肝属 県民健康プラザ鹿屋医療センター （４） ―

奄美 奄美 県立大島病院 （５）

（注）ＮＩＣＵ病床数の( )書きは，診療報酬非加算の病床数

（ウ）地域周産期医療関連施設

○ 正常な分娩や，リスクの低い帝王切開術等に対応できる医療機関は，総合又は地域周産

期母子医療センターの６施設を除き，県内に31施設あります（令和５年４月現在）。

これらの施設は，自ら分娩を取り扱いつつ，リスクの高い妊娠については総合又は地域

周産期母子医療センターに妊婦等を搬送するなど，地域において出産を支える重要な役割

を担っています。

混合病棟を有する分娩取扱医療機関は，母子の心身の安定・安全の確保を図る観点から，

産科病床の区域特定（ユニット化・区域管理）等の対応を講じることが望まれます。

○ 届出助産所数は110（令和３年度末現在）となっており，このうち，自施設で分娩を取

り扱っている助産所は４施設です。

○ 分娩は取り扱わないものの，妊婦健康診査を実施している医療機関は16施設あります。

（エ）ＮＩＣＵ等の整備状況

○ 早産児や低出生体重児，先天性疾患等による重症の新生児について，集中的に管理・治

療を行うＮＩＣＵは，県内に54床設置されています。

国は出生１万に対して25～30床を目標としており，本県は，国の目標（本県に換算する

と約30～36床）を満たしている状況です。

○ ＮＩＣＵで治療を受け，状態が落ち着いてきた児に対して，引き続きケアを行うＧＣＵ

は，県内に47床設置されている状況です。

国は，ＮＩＣＵの２倍以上の病床数を有することが望ましいとしていますが，現時点で

はこれを満たしていない状況です。

○ 合併症妊娠や切迫早産，胎児異常等，リスクの高い出産において，母体・胎児に集中的

に治療を行うＭＦＩＣＵは，鹿児島市立病院に６床設置されており，国の基準（総合周産

期母子医療センターに６床以上設置）を満たしています。

第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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【図表5-4-36】本県の周産期医療体制

【県子ども家庭課作成】

病院 ・ 診療所 ・ 助産所

 母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児
医療

 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との
連携

総合周産期医療

鹿児島市立病院
（総合周産期母子医療センター）

 MFICU６床，NICU36床，GCU等35床

 新生児用ドクターカー
 周産期医療情報センター機能

連携

鹿 児 島 大 学 病 院
(地域周産期母子医療センター)

 NICU９床

地域周産期医療
関連施設

周産期医療体制整備の進捗管理

鹿児島県周産期・小児医療協議会

○機能
人工呼吸器を用いた呼吸管理や痙攣に対する常時の治療，糖尿病等を

有するハイリスク妊婦の分娩を行うなど比較的高度の医療を提供する。

地域周産期母子医療センター

搬
送

搬

送

連
携
・
支
援

連
携
・
支
援

研
修

研修

搬
送

いまきいれ総合病院
（NICU9床，GCU12床）

済生会川内病院
県民健康プラザ

鹿屋医療センター
県立大島病院

鹿児島県周産期医療体制図
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【図表5-4-37】小児科・産科医療圏ごとの分娩取扱医療機関数等の状況（令和５年７月現在）

【分娩取扱医療機関数 ３７施設，分娩取扱助産所数 ４施設】

総合周産期母子医療センター

地域周産期母子医療センター

● 分娩を取り扱う病院・診療所

▲ 分娩を取り扱う助産所

●

●

●

●

● ●
●●

●▲

●病院・診療所数：１２

▲▲

● ●

●
●

▲

●

●

●

●

●

●

※１ 分娩数は，R4年度実績（助産所分を含む）

※２ 病院数は，周産期母子医療センターを含む。

※３ ●▲は各市町村における分娩取扱医療機関等の数を表すもので，実際の所在地とは異なる。

北薩（川薩，出水）

分娩数：１，２１３

病 院 数１

診療所数３

姶良・伊佐

分娩数：１，５６３

大隅（曽於，肝属）

分娩数：１，１５２

薩摩（鹿児島，南薩）

分娩数：６，５９２

奄美

分娩数：５４４

熊毛

分娩数：１４９

鹿児島市立病院

鹿児島大学病院

済生会川内病院

鹿屋医療センター

県立大島病院

いまきいれ総合病院

病 院 数１

診療所数４

病 院 数１

診療所数３

助産所数１

病 院 数１

診療所数１

病 院 数４

病 院 数１０

診療所数 ８

助産所数 ３
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イ 周産期の救急搬送体制

○ 周産期の救急搬送体制については，消防機関の救急車をはじめ，新生児用ドクターカーや

ドクターヘリ，消防・防災ヘリなどの搬送手段が整備されています。また，必要に応じて自

衛隊ヘリなどに出動要請を行っています。

○ 離島を含めた県境の地域においては，隣接県との協力体制の構築や搬送手段の確保，関係

機関の連携強化が必要となっており，ドクターヘリでの患者搬送について，宮崎県・熊本県

とそれぞれ連携した協力体制を構築しています。また，奄美ドクターヘリの運航により，奄

美地域の救急搬送体制の充実に努めています。

○ 奄美南部３島（徳之島，沖永良部島，与論島）については，これまでも症例に応じて沖縄

県内の医療機関に受け入れてもらっていましたが，令和５年１月の鹿屋航空分遣隊のヘリの

除籍により，夜間・天候不良時等においては，奄美大島，喜界島，十島村（小宝島・宝島）

についても，沖縄県内の医療機関に受け入れてもらうこととなりました。円滑な搬送体制の

確保を図るためにも，引き続き沖縄県の協力や，鹿児島市立病院による受入調整が重要とな

っています。

○ 母体の救急搬送は，大量の出血に対する輸血用血液の確保が必要な場合もあります。輸血

用血液製剤については，医療機関からの供給要請に基づき，県赤十字血液センターから直接

供給する体制や，供給出張所（薩摩川内市，鹿屋市）から供給する体制を整備しており，緊

急時を含めた地域の血液需要に備えています。

○ 災害時において，特に医療のサポートが必要となる妊産婦・新生児等に対する災害医療体

制の構築に向け，災害時小児周産期リエゾンを16名委嘱（令和５年８月末時点）し，その機

能を十分に発揮できるよう活動範囲や活動内容を記載した運用計画を策定（令和４年度）し

たところです。引き続き，小児・周産期医療に特化した災害時の調整役であるリエゾンの養

成・確保を進めるとともに，定期的に研修や訓練を実施していく必要があります。

○ 路上分娩や自宅分娩などによる救急搬送で，地域の受入産科医療機関がない場合は，鹿児

島市立病院において搬送調整を行います。

資料3－34



【図表5-4-38】奄美大島本島，喜界島の周産期に係る搬送先調整手順
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【図表5-4-39】十島村の周産期に係る搬送先調整手順

※ 小宝島・宝島については，沖縄県へ緊急対応を依頼する場合あり

【図表5-4-40】徳之島，沖永良部の周産期に係る搬送先調整手順
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【図表5-4-41】与論島の周産期に係る搬送先調整手順
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【図表5-4-42】周産期における救急搬送対応手順

［令和２年度鹿児島県周産期医療協議会資料］
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ウ ＮＩＣＵ等への長期入院児の状況

○ 総合・地域周産期母子医療センターのＮＩＣＵ・ＧＣＵの長期入院児は，令和４年４月現

在，半年から１年未満が３人，１年以上が１人で，平成29年と比べると１年以上は１人の減

少となっています。

【図表5-4-43】長期入院児の状況（各年４月１日現在）（単位：人）

［県子ども家庭課調べ］

○ ＮＩＣＵ等の退院後の状況は，在宅への移行や転院が多くなっており，引き続き医療的ケ

アが必要な障害児等が生活の場で医療や療育の支援を受けながら成長できるよう，保健・医

療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が相互に連携した支援を実施することが必要です。

エ 妊婦等に対する支援体制

○ 妊婦自身がより良好な状態において，妊娠・出産ができるよう，相談体制の充実や適切な

保健指導の提供が重要です。分娩取扱医療機関の減少により，分娩施設までのアクセスが悪

化した地域の妊産婦に対しては支援体制の充実が必要です。

○ 早期の妊娠届出率は全国より低く，また，分娩後の届出も未だに見られることから，母体

や胎児の健康確保を図る上で早期の妊娠届出及び妊婦健康診査の受診の重要性について，市

町村や医療機関と一体となって啓発する必要があります。

○ 島内で分娩できない離島地域に居住する妊婦の経済的負担の軽減を図るため，妊婦健康診

査や出産時に要する交通・宿泊費用等の助成を行う市町村に対して，費用の一部を補助して

います。

○ 低出生体重児は，出生時の合併症のリスクや，成人後に糖尿病や高血圧等の生活習慣病の

発症リスクが高いと言われていること等から，低減に向けた対策が必要です。

【施策の方向性】

ア 医師や助産師等人材の確保と育成

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を図るために創設された地域医療介護総合確保

基金を活用して，医療従事者の確保等，地域の医療課題の解決に向けた取組を推進します。

○ 産科医の確保については，産科医の処遇改善を図る医療機関への助成や，専門研修を受け

る医師への奨励金支給のほか，医師修学資金貸与制度の活用や鹿児島大学等関係機関との連

携などを通じて，更なる人材の確保に努めます。

半年～１年未満 １年以上

平成29年 3 2 新生児仮死，慢性肺疾患・気道異常，神経・筋疾患　等

令和３年 1 0 ヒルシュスプルング病類縁疾患

令和４年 3 1 超低出生体重児，ヒルシュスプルング病類縁疾患

増減（対平成29年） 0 △ 1

入院期間
原因疾患

資料3－39



○ 助産師等の確保については，養成所への運営費の補助，助産師の専門研修，新人職員や未

就業者に対する各種研修を行い，県内への就業促進や資質の向上に努めます。

また，特別修学資金の貸与や，地域の産科医療機関への助産師出向に対する支援により，

地域偏在の解消に努めるとともに，助産師の専門研修を通して，助産師の実践能力の向上を

支援します。

○ 母子の切れ目ない支援のため，分娩取扱医療機関等の体制整備や地域包括ケアの推進に向

け，助産師の確保並びに質の向上を図るとともに，専門性の高い助産師の積極的な活用を推

進します。

○ 院内助産や助産師外来の活用など，産科医師から助産師へのタスク・シフト／シェアの促

進に努めます。

○ 産科医療体制の確保に向けた地域の取組を推進するため，相談体制の充実を図り，市町村

と一体となって検討を進めるとともに，産科医等の確保を行う市町村等への財政的支援を行

っていきます。

イ 周産期母子医療センター等の医療機能の確保と連携の充実

○ 安全で良質な周産期医療を提供するために，総合周産期母子医療センターや地域周産期母

子医療センター等の高度な医療機能の充実を図るとともに，地域の実情を踏まえ，これらの

病院を中心に各医療機関の機能分担と連携を図り，限られた医療資源を有効に活用して，分

娩リスクに応じた医療が提供できるよう努めます。

○ 総合周産期母子医療センターは，本県の周産期医療システムの中核として，地域の周産期

医療関連施設と連携し，母体・胎児にリスクの高い妊娠に対する医療や高度な新生児医療な

ど総合周産期医療が提供されるよう努めます。

○ 地域周産期母子医療センターは，地域の拠点病院として，総合周産期母子医療センターや

地域の周産期医療関連施設と連携を図り，ハイリスク妊婦の分娩など比較的高度な医療が提

供されるよう努めます。

○ 地域周産期医療関連施設は，総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センター

と連携し，主に正常な分娩への対応や妊婦健康診査等を行う地域の第一次施設としての機能

が確保されるよう努めます。

○ 分娩取扱医療機関は，混合病棟を有する場合，母子の心身の安定・安全の確保等を図るた

め，産科病床の区域特定（ユニット化・区域管理）など，当該医療機関の実情を踏まえた適

切な体制の整備を推進するよう努めます。

ウ 周産期の救急搬送体制の充実

○ 出産時の急変等に対応するため，母体及び新生児の迅速な搬送体制の確保に努めます。

○ 救急車や新生児用ドクターカー，ドクターヘリ，消防・防災ヘリ等様々な搬送手段を有効

に活用するため，関係機関との連携を図ります。
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○ 隣接県への母体及び新生児の搬送・受け入れが円滑に行われるよう，隣接県との情報共有

や相互支援体制の構築など，連携の強化に努めます。

○ 奄美地域については，奄美ドクターヘリを活用するほか，状況に応じて，沖縄県ドクター

ヘリや自衛隊ヘリなどによる救急搬送が円滑に行えるよう，今後とも関係機関との連携強化

に努めます。

○ 母体救命においては，大量の輸血用血液が必要になることもあることから，輸血用血液製

剤の供給体制や搬送体制の確保に努めます。

○ 災害時においても周産期医療が適切に提供される体制の確保に向けて，災害時小児周産期

リエゾンの養成・確保に引き続き取り組むとともに，その機能を十分に発揮できるための仕

組みを構築します。

また，平時から訓練等を通じてリエゾンと災害医療コーディネーター等との連携を図るな

ど，災害医療を担う様々な関係機関・支援チームとの連携体制を整備します。

エ ＮＩＣＵ等への長期入院児に対する支援

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携して児の円滑な在宅等への退

院支援を行うとともに，在宅移行後においても，医療的ケア児やその家族が適切な支援を受

けられるよう，保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の連携体制の構築に努めま

す。

○ 地域において，退院児やその家族を支援するため，在宅療養を支える社会資源（小児科医，

レスパイト先，訪問看護ステーション，障害児通所支援事業所，障害児相談支援事業所等）

の有効活用を検討するとともに，保健所や市町村，関係機関の連携のもと，長期にわたって

在宅医療を必要とする児への訪問指導等の取組に努めます。

○ 長期にわたって在宅医療を必要とする児者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るよう，必要な人材の育成に努めるとともに，医療的ケア児等支援センター（令和５年９月

開所）を核として地域の医療的ケア児等コーディネーターなど関係機関・団体との連携体制

の下，支援の調整に努めます。

オ 母子保健医療対策の充実

○ 安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため，子どもや母親の健康を確保

するための母子保健医療対策や，妊婦やその家族への妊娠・出産等に関する支援の充実に努

めます。

また，分娩施設までのアクセスが悪い地域の妊産婦に対しては，地域における妊婦健康診

査や産前・産後ケア等の更なる支援体制の充実を図ります。

○ 市町村や医療機関と一体となって，早期の妊娠届出や妊婦健康診査，妊婦歯科検診の受診

について周知啓発に努めます。

○ 育児不安や産後うつなどの妊産婦の心の健康問題やハイリスク妊産婦については，その健

やかな母性を育み守るため，医療機関や行政，精神保健福祉センターなどの関係機関が一体

となって，支援体制の充実に努めます。
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○ 低出生体重児に関する現状把握や原因分析を引き続き行うとともに，低出生体重児の低減

に向けた対策に努めます。また，関係機関が連携し，低出生体重児の支援の充実に努めます。

○ 島内で分娩できない離島地域については，妊婦健康診査や出産に係る経費の一部を助成す

るなど，妊婦の経済的負担の軽減に引き続き努めます。

【図表5-4-44】周産期医療連携体制（イメージ）

［県子ども家庭課作成］

周産期医療体制のイメージ

 小児科の病院・診療所

 在宅医療を行う診療所

 訪問看護ステーション

 重症心身障害児施設 等

 鹿児島市立病院（総合周産期母子医療
センター）
 鹿児島大学病院（地域周産期母子医療
センター）

【地域周産期母子医療センター 】
 いまきいれ総合病院
 済生会川内病院
 県民健康プラザ鹿屋医療センター
 県立大島病院

 産科・産婦人科の病院・診療所

 助産所

医

療

機
関
等
例

【療養・療育支援】【総合周産期医療】【地域周産期医療】【健診・正常分娩】

退院した障害児等が生活の場で療
養・療育できるための支援

母体・児におけるリスクの高い妊娠に対す
る医療及び高度な新生児医療

周産期に係る比較的高度な医療
機
能

 周産期医療関連施設を退院した障
害児等が生活の場（施設を含む。）で
療養・療育できる体制の提供

 在宅で療養・療育している児の家族
に対する支援

 母体・児にリスクの高い妊娠に対する医
療及び高度な新生児医療の実施

 周産期医療体制の中核としての地域周
産期医療関連施設との連携

 周産期に係る比較的高度な医療行為の
実施

 24時間体制での周産期救急医療（緊急
手術を含む。）への対応

 正常分娩の対応

 妊婦健診を含めた分娩前後の診療

 他医療機関との連携によるリスクの
低い帝王切開術の対応

目

標

連

携

求
め
ら
れ
る
事
項

 産科に必要とされる検査，診断，治
療の実施

 正常分娩の安全な実施

 他の医療機関との連携による，合併
症や，帝王切開術その他の手術への
適切な対応

 妊産婦のメンタルヘルスへの対応

 緊急時の病態や緊急度に応じた適
切な医療機関への搬送や平時からの
地域周産期母子医療センターとの連
携

 人工呼吸器の管理が必要な児や，
気管切開等のある児の受け入れ

 児の急変時に備えた，救急対応可
能な病院等との連携

 関係機関との連携による医療，保
健及び福祉サービス及びレスパイト
入院等の調整

 自宅以外の場における，障害児の
適切な療養・療育の支援

 家族に対する精神的サポート等の
支援

 産科及び新生児医療を専門とする小児
科，麻酔科その他の関係診療科を有する
こと

 常時の母体及び新生児搬送受入機関を
有すること

 以下の設備を有すること

・母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）

・新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）

・新生児治療回復室（ＧＣＵ）

・新生児用ドクターカー

・検査機能，輸血の確保

 ＭＦＩＣＵ，ＮＩＣＵの24時間診療体制を確
保するために必要な医師及びその他の各
種職員

 災害対策として業務継続計画を策定し，
自県又は近隣県の被災時における積極
的な物資や人員等の支援

 産科及び小児科（新生児医療を担当す
るもの）を有すること

 緊急帝王切開術等比較的高度な医療を
提供することができること

 新生児病室等の保有（ＮＩＣＵを設けるこ
とが望ましい）

 小児科において，24時間体制を確保す
るために必要な医師及びその他の職員の
配置

 産科において帝王切開術が必要な場合，
迅速に手術への対応が可能となるような
医師及びその他の各種職員

 地域周産期医療関連施設からの救急搬
送の受入，総合周産期母子医療センター
等との連携

療養・療育が必要な児の情報（診療情報や治療計画等）の共有

総合周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設との連携

 正常分娩（日常の生活・保健指導，新生児の
医療相談を含む。）

 分娩前後の健診
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７ 小児医療・小児救急医療

【現状と課題】

ア 小児の疾病構造等

○ 国の行った患者調査（令和２年）によると，県内の病院及び一般診療所を利用した小児の

患者総数は9,100人で，平成29年の9,200人と比べて減少しています。傷病別に患者の割合を

見ると，「循環器系の疾患」39.6％，「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利

用」16.5％，「呼吸器系の疾患」13.2％の順となっています。

○ 令和４年の14歳以下の小児の死亡数は45人で減少しており，特に０～４歳，５～９歳の年

代は平成27年と比べて減少しています。死亡率（人口10万対）は，０～４歳，10～14歳で全

国より高く，５～９歳で低くなっています。また，０～４歳の32人のうち26人は，乳児期（１

歳未満）での死亡となっています。

○ 令和４年における死因別死亡状況は，０～４歳では「先天奇形，変形及び染色体異常」が，

10～14歳では「傷病及び死亡の外因」がそれぞれ最上位となっています。

【図表5-4-45】小児の死亡数及び死亡率 （単位：人）

［人口動態統計］

【図表5-4-46】小児の死因別死亡数及び死亡割合（令和４年） （単位：人，％）

［人口動態統計］

死　因 死亡数 死亡割合 死　因 死亡数 死亡割合 死　因 死亡数 死亡割合

先天奇形，変形及び染色体異常　 11 34.4 循環器系の疾患 1 33.3 傷病及び死亡の外因　　　 5 50.0

消化器系の疾患 4 12.5 先天奇形，変形及び染色体異常　 1 33.3 新生物 2 20.0

周産期に発生した病態　　 4 12.5 傷病及び死亡の外因　　　 1 33.3 神経系の疾患　　　　　　 1 10.0

感染症及び寄生虫症 3 9.4 症状，徴候・異常臨床所見 1 10.0

新生物 2 6.3 その他 1 10.0

精神系の疾患 2 6.3

循環器系の疾患 2 6.3

傷病及び死亡の外因　　　 2 6.3

症状，徴候・異常臨床所見 1 3.1

0～4歳 5～9歳 10～14歳

（注）端数処理のため，

割合の計と内訳は一致しない。

0～4歳 5～9歳 10～14歳 0～14歳

平成27年 47 8 4 59

令和４年 32 3 10 45

平成27年 66.8 10.8 5.2 26.7

令和４年 55.2 4.5 13.5 22.6

平成27年 54.0 8.5 8.4 22.7

令和４年 43.6 6.3 8.0 17.8

区　　　　分

小児の死亡数 本　県

小児死亡率
（人口10万対）

本 県

全 国
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○ 令和４年度の小児慢性特定疾病医療費助成事業の受給者数（鹿児島市を含む。）は2,562人

で，慢性心疾患（661人），内分泌疾患（556人），悪性新生物（280人）の順となっています。

【図表5-4-47】小児慢性特定疾病医療費助成事業の受給者の推移 （単位：人）

※ 血友病等血液疾患と免疫疾患は別の疾患群として分類されているが，上表では両疾患群を合わせて計上

［県子ども家庭課調べ］

イ 小児医療の提供体制

○ 安全で良質な小児医療を安定的・継続的に確保するため，本県では二次保健医療圏を超え

た広域の小児科・産科医療圏（薩摩，北薩，姶良・伊佐，大隅，熊毛，奄美の６医療圏）を

設定し，医療機関相互の連携体制を構築しています。

○ 県内で小児科を標榜している医療機関は年々減少しており，令和２年において245施設（平

成22年は334施設）となっています。

○ 小児人口１万人当たりの医療機関数は11.8であり，全国の14.2を下回っています。圏域別

では，奄美が22.7と最も多く，熊毛が7.8と最も少なくなっています。

○ 主たる診療科目が小児科である医師数は平成16年度から微増傾向にありますが，小児人口

１万人当たりでは令和２年は9.7人であり，全国を2.3人下回っています。

圏域別では，薩摩が13.0人，奄美が3.4人と地域差が見られます。

○ 長時間労働や頻繁な宿直などの医師の労働環境の課題などから，地域の拠点病院等におい

ても小児科医の確保は困難となってきています。

　　　　　　年度
　疾患群名

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

悪性新生物 258 264 261 298 280

慢性腎疾患 199 187 170 177 160

慢性呼吸器疾患 61 68 67 74 65

慢性心疾患 648 668 663 730 661

内分泌疾患 675 627 581 617 556

膠原病 56 55 59 64 62

糖尿病 152 150 160 181 181

先天性代謝異常 49 45 44 49 46

血友病等血液・免疫疾患 87 81 72 82 76

神経・筋疾患 170 207 218 244 239

慢性消化器疾患 112 114 114 137 147

染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 34 43 47 55 53

皮膚疾患 9 9 8 6 6

骨系統疾患 12 16 19 22 23

脈管系疾患 3 5 5 8 7

計 2,525 2,539 2,488 2,744 2,562
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【図表5-4-48】小児科を標榜している医療機関数の推移

［衛生統計年報，医療施設調査］

【図表5-4-49】小児科を標榜している医療機関数（圏域別）

［令和２年医療施設調査，令和２年国勢調査］

【図表5-4-50】主たる診療科が小児科である小児科医数（圏域別）（単位：人）

［令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計，令和２年国勢調査］

○ 小児救急医療（第二次救急医療体制）については，鹿児島市立病院（小児救急医療拠点病

院），済生会川内病院，県民健康プラザ鹿屋医療センター等の地域の拠点病院や病院群輪番

制に参加する病院等により実施されています。

○ 小児救急医療（第三次救急医療体制）については，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救

命救急センター）が対応しています。

○ 県境地域における隣県との協力体制を含めた救急搬送体制の充実・強化に取り組む必要が

あります。

○ 小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混雑緩

和を図るため，「小児救急電話相談事業」を実施しています。

○ 予防接種は，疾病の流行の防止や感染症による患者の発生の減少等に重要な役割を果たし

ていることから，今後とも接種率の向上に努める必要があります。

本県では，県内どこの医療機関でも定期予防接種が受けられる相互乗り入れの全県的拡大

を図り，平成26年度から全市町村が参加しています。

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年 令和２年全国

334 289 264 260 257 245 21,321

病院 48 44 45 46 44 42 2,523

診療所 286 245 219 214 213 203 18,798

区　分

 医療機関数

薩摩 北薩 姶良・伊佐 大隅 熊毛 奄美 県計 全国

112 22 46 28 4 33 245 21,321

病院 15 3 7 4 3 10 42 2,523

診療所 97 19 39 24 1 23 203 18,798

11.1 8.7 14.3 9.5 7.8 22.7 11.8 14.2

区　分

医療機関数

小児人口1万人当た

りの医療機関数

区　分 薩摩 北薩 姶良・伊佐 大隅 熊毛 奄美 県計 全国

小児科医数 132 17 30 14 4 5 202 17,997

小児人口1万人当たり

の小児科医数
13.0 6.7 9.3 4.8 7.8 3.4 9.7 12.0
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○ ＮＩＣＵ等の長期入院児は減少してきていますが，ＮＩＣＵ等の退院後も引き続き医療的

ケアが必要な障害児等が在宅（施設を含む。）へ移行する症例も一定数あります。

医療的ケア児等が退院後も生活の場で医療や療育の支援を受けながら成長できるよう，保

健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が相互に連携した支援を実施することが必要

です。

○ 小児がんなどの小児慢性特定疾病は，長期にわたって生命を脅かし日常生活や就学・就労

に支障を来すこともあるため，適切な治療への支援とともに，患者やその家族に対する長期

的かつ幅広い支援や配慮が必要です。

○ 市町村が実施している乳幼児健診では，発達障害の疑いがある子どもが増えています。か

かりつけ医である小児科医とも連携し，早期支援につなぐことが大切です。

【施策の方向性】

ア 小児医療の提供体制の充実・強化

○ 小児医療については，限られた医療資源を効率的に活用していく観点から設定された小児

科・産科医療圏（県内６医療圏）を基本とし，小児救急医療拠点病院の他，地域の拠点病院

等を中心とした医療連携体制の充実・強化を図ります。

また，医師不足が深刻な小児科医等を確保するため，小児科等の専門研修医に対する奨励

金の支給や医師就学資金貸与制度における特定診療科枠の設定など，地域において小児医療

を担う医師の養成・確保に取り組みます。

○ 医療連携体制の充実・強化のため，初期救急医療については現行の在宅当番医制や夜間急

病センターにおいて対応できる体制の確立や，第二次救急医療機関への紹介体制の充実など

を図ります。

○ 第二次救急医療体制については，現行の小児救急医療提供体制の維持及び小児専門医の確

保に努め，充実・強化を図ります。

また，小児救急医療拠点病院の機能強化を促進します。

○ 第三次救急医療体制については，引き続き，鹿児島大学病院や鹿児島市立病院（救命救急

センターや総合周産期母子医療センター）を中心に医療を提供することとし，診療機能の充

実・強化に努めます。

○ 小児患者を持つ保護者等の不安を軽減するとともに，医師の負担軽減や夜間急患の混雑緩

和を促進するためにも，「小児救急電話相談事業」について県民への周知，定着を図り，積

極的な活用を推進します。

○ 市町村・医師会など関係団体等による各種啓発等を通して，適切な受診が促進されるよう

取り組みます。

○ 冬場のインフルエンザなど，感染症の予防対策を推進することにより，夜間・休日におけ

る患者の集中の緩和に努めます。
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疾病予防のための予防接種の意義・効果について各種研修会やポスター掲示等により広く

県民に啓発します。

また，引き続き「鹿児島県感染症情報」を発行し，市町村や医療機関，ホームページ等を

通じて，県民への周知・啓発を図ります。

○ 小児の事故防止については，各種の研修会や市町村・医師会など関係団体等による広報・

啓発を促進します。

イ 救急搬送体制の充実・強化

○ 重篤患者等の搬送については，新生児ドクターカーやドクターヘリ，消防・防災ヘリ，自

衛隊ヘリ等により救急搬送を実施しているところであり，引き続き，関係機関との連携のも

と，搬送体制の確保に努めます。

○ 県境の地域においては，隣県との連携強化により救急搬送体制の充実を図ります。

ウ 医療的ケア児等への支援の充実

○ 医療的ケア児等支援センターにおいて，医療的ケア児及びその家族等からの相談対応を一

元的に担うほか，地域の医療・保健・福祉・教育等の関係機関等への情報提供や連絡調整を

行うなど，個々の児の心身の状況等に応じた適切な支援に努めます。

○ 医療的ケアが必要な障害児等に係る個々の心身の状況を踏まえ，家族の負担を減らし，生

活の場で適切な支援が受けられるよう，必要な人材の育成や障害福祉サービス等への働きか

け・支援に努めるとともに，小児訪問看護の取組促進を図ります。

○ ＮＩＣＵ等入院中から，保健所，市町村，医療機関等が連携し，円滑な在宅移行に向けて

退院支援を行うとともに，在宅移行後においても，児やその家族が適切な支援を受けられる

よう，保健，医療，障害福祉，保育，教育等の関係機関の連携体制の構築に努めます。

○ 家族の身体的・心理的負担を軽減するため，医療的ケア児等のレスパイトの受入体制の整

備に努めます。

○ 小児がん等の小児慢性特定疾病児とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよ

う，医療費の助成により経済的負担の軽減を行うほか，療養上の困り事や，就学・就労等自

立に向けた相談支援体制の確保に努めます。

○ 発達障害児等については，市町村の乳幼児健診等で早期に気づき，早期療育が受けられる

体制整備を進めるとともに，医療面からの支援が必要な発達障害児等に対しては，こども総

合療育センターと地域の小児科医等の役割分担と連携により，適切なアセスメントと診断・

支援が行われるように努めます。
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【図表5-4-51】小児医療連携体制

［県子ども家庭課作成］

【図表5-4-52】小児医療の連携体制（イメージ）

［県子ども家庭課作成］
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第５章 安全で質の高い医療の確保

第４節 事業別の医療連携体制
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出生数 4,850 547 712 469 1,681 388 994 192 707 10,540 770,759
（出生率） 7.3 4.6 6.5 5.9 7.2 5.4 6.9 5.1 6.9 6.7 6.3

P 合計特殊出生率 △ － － － － － － － － － 1.54 1.26

P 低出生体重児出生率 △ 10.8 9.1 7.9 11.1 8.7 10.3 10.7 13.0 10.3 10.2 9.4

P 分娩数（助産所を除く） △ 6,204 353 703 510 1,563 0 1,152 149 544 11,178 －

P 産後訪問指導実施数 ○ － － － － － － － － － 27,820 1,944,179

産科・産婦人科医師数 103 8 9 2 13 1 10 2 11 159 11,678

出生千人対 21.2 14.6 12.6 4.3 7.7 2.6 10.1 10.4 15.6 15.1 15.2
分娩を取り扱う医師数（常勤換
算数）

91.2 5.0 10.0 2.0 10.4 0.0 8.2 2.0 9.9 138.7 8,932.4

出生千人対 18.8 9.1 14.0 4.3 6.2 0.0 8.2 10.4 14.0 13.2 11.6
＜R5子ども家庭課調査＞分娩を
取り扱う医師数（常勤換算数）

86.5 6.1 8.1 2.0 13.2 0.0 8.5 4.1 8.1 136.6 －

出生千人対 17.8 11.2 11.4 4.3 7.9 0.0 8.6 21.4 11.5 13.0 －

P
産科医１人当たりの年間分娩
取扱件数

71.7 57.9 86.8 255.0 118.4 0.0 135.5 36.3 67.2 81.8 －

Ｓ
新生児専門医数（日本周産
期・新生児医学会専門医）

○ － － － － － － － － － 13 1,046

Ｓ 就業助産師数 ○ － － － － － － － － － 618 37,940

Ｓ アドバンス助産師数 ○ 82 3 9 2 16 0 7 0 14 133 9,032

Ｓ 新生児集中ケア認定看護師数 ○ － － － － － － － － － 4 415

分娩を取り扱う医療機関数 16 2 2 2 5 － 4 2 4 37 2,070

（病院） 8 2 1 － 1 － 1 1 4 18 963

（診療所） 8 － 1 2 4 － 3 1 － 19 1,107

Ｓ 分娩を取り扱う助産所数 △ 3 － － － － － 1 － － 4 341
ハイリスク妊産婦連携指導料１
届出医療機関数

－ － － － － － － － － 11 643

ハイリスク妊産婦連携指導料２
届出医療機関数

－ － － － － － － － － 4 381

Ｓ
院内助産を⾏っている周産期⺟
子医療センター数

○ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 134

Ｓ
助産師外来を⾏っている周産期
⺟子医療センター数

○ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 289

Ｓ
ＮＩＣＵを有する病院数（周産
期⺟子医療センターを計上）

○ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 352

ＮＩＣＵ病床数 54 － － － － － － － － 54 3,394
出生１万人当たりのNICU病床数 111.3 － － － － － － － － 51.2 44.0

Ｓ ＮＩＣＵ専任医師数 ○ － － － － － － － － － 39.0 3,873.1

周産期⺟子医療センター新生
児部門従事医師数

20 － 4 － － － 4 － 4 32 －

出生千人対 4.1 － 5.6 － － － 4.0 － 5.7 3.0 －

Ｓ ＧＣＵを有する病院数 ○ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299
ＧＣＵ病床数（新生児回復室
23床を含む）

47 0 0 0 0 0 0 0 0 47 4,090

出生１万あたりのGＣＵ病床数 96.9 － － － － － － － － 44.6 53.1

Ｓ ＭＦＩＣＵを有する病院数 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131

周産期医療

指標
分類

指標名
重要指標︓◎
参考指標︓○
その他︓△

⿅児島
医療圏

南薩
医療圏

川薩
医療圏

出水
医療圏

姶良・伊佐
医療圏

曽於
医療圏

肝属
医療圏

熊毛
医療圏

奄美
医療圏

県計 全国計

P △

Ｓ ○

Ｓ ○

S
△

Ｓ △

S ○

Ｓ ○

Ｓ △

Ｓ ○
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周産期医療

指標
分類

指標名
重要指標︓◎
参考指標︓○
その他︓△

⿅児島
医療圏

南薩
医療圏

川薩
医療圏

出水
医療圏

姶良・伊佐
医療圏

曽於
医療圏

肝属
医療圏

熊毛
医療圏

奄美
医療圏

県計 全国計

ＭＦＩＣＵ病床数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 867

出生１万人当たりのＭＦＩＣＵ
病床数

12.4 － － － － － － － － 5.7 11.2

Ｓ
ハイリスク分娩管理加算届出
医療機関数

○ 5 0 0 0 0 0 1 0 1 7 750

Ｓ
ＮＩＣＵ入院児の退院支援を
専任で⾏う者が配置されてい
る周産期⺟子医療センター数

○ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200

Ｓ
災害時小児周産期リエゾン任
命者数

○ 14 1 1 0 1 0 1 1 1 20 804

P 分娩数（助産所含む） ◎ 6,239 353 703 510 1,563 0 1,152 149 544 11,213 773,347

P
周産期⺟子医療センターで取
り扱う分娩数

○ 1,065 － 194 － － － 213 － 209 1,681 －

P ＮＩＣＵ入室児数 ○ 1,365 － － － － － － － － 1,365 72,530

P
ＮＩＣＵ・ＧＣＵ⻑期入院児
数(半年以上入院)

◎ 1 － － － － － － － － 1 307

P

妊産婦の居住する市町村の⺟
子保健事業について，妊産婦
に個別に情報提供を⾏ってい
る周産期⺟子医療センター数

○ 3 0 1 0 0 0 1 0 1 6 323

⺟体新生児搬送数 ◎ － － － － － － － － － 817 37,559

 〃  県内搬送率 ◎ － － － － － － － － － 6.0 354.1

P
⺟体・新生児搬送数のうち受
入困難事例の件数

◎ － － － － － － － － － 25 4,451

o 新生児死亡率(出生千人対） ◎ 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 2.8 0.7 0.8

o 周産期死亡率（出産千人対） ◎ 2.1 3.6 0.0 2.1 2.4 5.1 3.0 5.2 4.2 2.2 3.3

o 妊産婦死亡率（出産10万人対） ◎ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

Ｓ
乳幼児・小児の在宅療養・療
育を⾏う医療機関数

○ － － － － － － － － － 0 85

Ｓ

ＮＩＣＵ⻑期入院児等が⾃宅
に退院する前に，家族が在宅
ケアを⾏うための⼿技習得や
環境の整備をする期間を設け
るための病床を設置している
周産期⺟子医療センター数

○ 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5 273

P
退院支援を受けたＮＩＣＵ・
ＧＣＵ入院児数

○ 539 － － － － － － － － 539 15,809

P
ＮＩＣＵ・ＧＣＵ⻑期入院児
数（再掲）

◎ 1 － － － － － － － － 1 307

P

Ｓ ○

資料3－51



小児人口（15歳未満） △ 83,603 13,145 14,273 9,767 31,906 8,563 19,420 4,756 14,007 199,440 14,266,000

小児人口（全人口に占める割合） △ 12.6 11.0 13.0 12.4 13.8 11.9 13.4 12.5 13.7 12.8 11.7

S 幼児人口（5歳未満） △ 24,850 3,547 4,184 2,741 9,381 2,274 5,631 1,284 3,996 57,888 4,163,000

Ｓ 小児救急電話相談の回線数 ◎ － － － － － － － － － 2 114

S 小児救急電話相談の相談件数 ◎ － － － － － － － － － 10,487 946,397

S
小児救急電話相談における深夜
対応の可否

△ － － － － － － － － － 可 －

S
小児の訪問診療を実施している
診療所・病院数

○ － － － － － － － － － 8 －

S
小児に対応している訪問看護ス
テーション数

○ 37 5 7 3 11 5 10 5 4 87 －

P
小児人⼯呼吸器患者数（在宅訪
問看護受給者）

○ － － － － － － － － － 66 －

S
災害時小児周産期リエゾン任命
者数

○ 14 1 1 0 1 0 1 1 1 20 804

O
小児人口あたり時間外外来受診
回数

◎ － － － － － － － － － － －

P
退院支援を受けたＮＩＣＵ・
ＧＣＵ入院児数

○ 539 － － － － － － － － 539 15,809

小児科を標榜する病院・診療所
数（計）

39 8 7 5 19 4 8 3 11 104 8,014

（病院数） 11 4 2 1 7 1 3 3 10 42 2,545

（診療所数） 28 4 5 4 12 3 5 0 1 62 5,469

小児人口10万人対 46.6 60.9 49.0 51.2 59.5 46.7 41.2 63.1 78.5 52.1 56.2

小児⻭科を標榜する⻭科診療所
数

－ － － － － － － － － 625 43,909

小児人口10万人対 － － － － － － － － － 313.4 307.8

ＮＩＣＵを有する病院数 ○ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 352

ＮＩＣＵ病床数 ○ 54 － － － － － － － － 54 3,394

出生１万人当たりのＮＩＣＵ病床数 111.3 － － － － － － － － 51.2 44.0

ＰＩＣＵを有する病院数 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

ＰＩＣＵ病床数 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345

小児科医師数（計） 129.3 9.0 13.0 10.0 33.0 3.0 10.0 4.0 5.0 216.3 18,408.6

小児科医師数（病院） 83.0 5.0 3.0 4.0 18.0 ー 4.0 4.0 4.0 125.0 11,088.0

小児科医師数（診療所） 46.3 4.0 10.0 6.0 15.0 3.0 6.0 0.0 1.0 91.3 7,320.6

小児人口10万人当たり小児科医師数 154.7 68.5 91.1 102.4 103.4 35.0 51.5 84.1 35.7 108.5 129.0

S
夜間・休日の小児科診療を実施
している医療機関数

○ － － － － － － － － － － －

S 小児入院管理料４の届出施設数 △ 5 1 1 0 2 0 1 0 1 11 ―

S 小児入院管理料５の届出施設数 △ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 ―

P 小児のかかりつけ医受診率 ○ － － － － － － － － － － －

P 救急入院患者数 ○ － － － － － － － － － － －

P 緊急気管挿管を要した患者数 ○ － － － － － － － － － － －

P
小児救急搬送症例のうち，受入
困難事例の件数

◎ － － － － － － － － － － －

S

S ○

S

S ○

S ○

S

肝属
医療圏

熊毛
医療圏

奄美
医療圏

県計姶良・伊佐
医療圏

曽於
医療圏

全国計

小児医療・小児救急医療

指標
分類

指標名
重要指標︓◎
参考指標︓○
その他︓△

⿅児島
医療圏

南薩
医療圏

川薩
医療圏

出水
医療圏
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肝属
医療圏

熊毛
医療圏

奄美
医療圏

県計姶良・伊佐
医療圏

曽於
医療圏

全国計

小児医療・小児救急医療

指標
分類

指標名
重要指標︓◎
参考指標︓○
その他︓△

⿅児島
医療圏

南薩
医療圏

川薩
医療圏

出水
医療圏

特別児童扶養⼿当受給者数 ○ － － － － － － － － － 2,909 254,706

障害児福祉⼿当交付数 ○ － － － － － － － － － 903 63,372

18歳未満身体障害者⼿帳交付数 ○ － － － － － － － － － 1,278 94,051

乳児死亡数 12 0 1 1 6 0 1 0 5 26 1,356

（死亡率︓出生千人対） 2.5 0.0 1.4 2.1 3.6 0.0 1.0 0.0 7.1 2.5 1.8

幼児死亡数（5歳未満） 15 0 1 1 6 2 2 0 5 32 1,851

（死亡率︓5歳未満人口千人対） 0.6 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9 0.4 0.0 1.3 0.6 0.4

小児死亡数 23 1 2 2 7 2 2 0 6 45 2,584

（死亡率︓15歳未満小児人口10万人対） 27.5 7.6 14.0 20.5 21.9 23.4 10.3 0.0 42.8 22.6 18.1

O ◎

O ◎

O ◎

P
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